
  

開発審査会基準第１９号 
（相当期間適正に利用された業務用建築物のやむを得ない用途変更）

 

原則として、都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期

間適正に利用された業務用建築物のやむを得ない事情による用途変更

で、申請の内容が次の各号に該当するものとする。 

（１）原則として、建築後１０年以上適正に利用された業務用建築物が

社会通念上やむを得ない事情により用途変更されるものであるこ

と。 

（２）変更後の建築物の用途は、当初許可等の用途と同種であること。 

（３）周辺の土地利用上支障がなく、かつ、周辺の環境条件に悪影響を

及ぼさないものであること。 

（４）開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合

は、その許認可等が受けられるものであること。 

付  記 

本基準に該当するもののうち、敷地面積が１，０００平方メートル以

下のものについては、開発審査会の議を経たものとみなす。この場合に

おいて、市長は、当該みなし規定により許可したものについて、直近の

開発審査会に報告するものとする。  

審査基準  

１ 原則として、用途変更前の建築物が、都市計画法に基づく許可を受けた業務用建

築物であって、社会通念上やむを得ない事情が生じるまで、都市計画法第８１条の

規定による監督処分を受けていないこと。 

２ 用途変更の理由が次のいずれかに該当するやむを得ない事情に基づくものである

ことを、理由書その他の図書で判断できること。 

ア 許可等を受けた者が、倒産、破産宣告等により、現在の業務用建築物を使用す

ることが困難になったこと。 

イ 当該業務用建築物が裁判所の競売又は官公庁の公売に付されたこと。 

ウ 許可等を受けた者の死亡、重度障がい又は失踪により経済的負担が生じ、現在

の業務用建築物を使用することが困難になったこと。 

エ 許可等を受けた者の社会経済情勢の変化に伴う法人の転業又は廃業により、現

在の業務用建築物を、許可等を受けた利用目的どおり使用することが困難になっ

たこと。 

３ 従前の業務用建築物が次の各号に該当していることを、理由書、当該事業所の事

業内容を示す添付図書等の図書で判断できること。 

（１）別表第１に該当する工場、倉庫、作業所、事務所、店舗、社宅、学生下宿であ

ること。 



  

（２）豊田市開発審査会基準第８号、第１０号、第１３号により許可をされたもので

はないこと。ただし、敷地を拡張している場合は、その敷地を含む。 

（３）特別積合わせ貨物輸送の用に供するものではないこと。 

（４）遊技場及びそれに類する用途ではないこと。 

  ※ここでいう「遊技場」は、建築基準法 法別表第１(い)欄(４)項で定める遊技

場で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する、「射幸心

をそそるおそれのある遊技」をさせるための営業施設をいう。 

４ 用途変更後の予定建築物等が次の各号に該当していることを、理由書、建物平面

図、建物立面図、求積表（建物と敷地に係るもの）、当該事業所の事業内容を示す添

付図書等の図書で判断できること。 

（１）用途変更後の建築物の用途が、別表第１に該当する従前と同種のものであるこ

と。 

（２）用途変更後の建築物の用途が、工場、倉庫、作業場である場合は、建築基準法

別表第２（る）項に掲げる用途に該当しないことを、当該事業所の事業内容を示

す添付図書で判断できること。 

（３）用途変更後の建築物の用途が倉庫である場合は、流通業務施設（特別積合わせ

貨物輸送含む）の用に供する施設ではないこと。 

（４）用途変更後の建築物の用途が店舗である場合は、法第３４条第１号「第１ 集

落サービス店舗等の別表第１」に定める用途であること。 

（５）用途変更後の用途が自己の業務用であること。ただし、用途変更後の用途が集

合住宅（共同住宅、長屋等）の場合を除く。 

（６）許可後に建築（増改築含む）する建築物は、高さが１０メートル以下であるこ

と。 

（７）用途変更後の事業が環境法令に不適合であることが確認されないこと。また、

従前の業務用建築物に比べて環境負荷が悪化しないこと。 

（８）用途変更後の建築物の用途が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律に規定する風俗営業又は風俗関連営業に係るものではないこと。 

５ 開発等を行うために必要な他の法令による許認可等を受けていること又は受けら

れる見込みがあることを、当該許可書の写し等の書類で判断できること。 
 

別表第１ 

従前の建築物の用途 用途変更後の建築物の用途 

工場  工場 

倉庫  倉庫 

作業所 作業所 

事務所 事務所 

店舗 店舗 

社宅、学生下宿 集合住宅（共同住宅、長屋等）※社宅、下宿除く 


